
 

 

議会運営委員会 Ｒ２．１１．２７（金） 
 
 
開 会  ９：５９ 
散 会 １０：０５ 
 

１．給与関係議案（乙第７６号議案、乙第８０号議案）につい

て 
 （１）議案に対する質疑について 
  ○ 発言通告書の提出期限（１１月２６日午後５時）までに質問の通告がなか

ったため、質疑はなしということが確認された。 
 
 （２）議案修正の有無について 
  ○ 各会派修正なしと報告された。 
 
 （３）討論の有無等について 
  ○ 各会派討論なしと報告された。 
 

２．佐賀県議会議員の期末手当の改定について 
 （１）佐賀県議会議員の期末手当の改定について 
  ○ 理事会における申し合わせのとおり、資料１～１－２の条例案のとおりと

することが申し合わされた。 
 
 （２）議員報酬等の一部改正条例（案）の取扱いについて 
  ○ 理事会における申し合わせのとおり、議案の提出者については、賛同する

議員とし、上程時期は１１月３０日の本会議の給与関係議案の採決後、その
際の提出者説明、質疑、委員会付託及び討論は省略し、採決することが申し
合わされた。 

 
 

３．１１月３０日（月）の会議の順序について 
 ○ 事務局から、資料２のとおり説明された 

 

４．追加議案について 
 ○ 政策部長から、資料３のとおり、「乙第１１１号議案「請負契約につい

て」を一般質問１日目（１２月２日）に追加提案し、議案書は１２月１日に
配付したい。」と発言された。 

 
 ○ 議長から、「議案が提出されれば、議案書は直ちに控室へ配付し、１２月

２日の本会議に上程し、その際の提出者説明は省略する。」と発言があり、
その旨確認された。 

 



 

 

５．次回議会運営委員会の開催日時について 
 ○一般質問３日目（１２月４日）の午後１時に開催することが申し合わされた。 
 
６．その他 
 
 
７．執行部発言の有○無  
 



資料 　No.１



資料 　No.１-２



１１月３０日の会議の順序（案） 

 

 

１ 開 議 

 

 

２ 諸般の報告（人事委員会の意見） 

 

 

３ 質疑（給与関係議案） 

 

 

４ 委員会付託（給与関係議案） 

 

 

５ 討論及び採決（給与関係議案） 

（採決のみ） 

（１）乙第７６号、乙第８０号       ‥‥‥‥‥‥‥‥ ２件一括 

 

 

６ 議員提出議案（議第２号議案）上程、質疑、委員会付託、討論、採決 

（１）議第 ２号 県議会議員の議員報酬等の支給に関する条例の 

一部改正         ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １件 

 

 

７ 散 会 
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